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　甲賀市をよりよいまちにするための7つの計画（案）につい
て、皆さんからのご意見を募集します。

新しい豊かさの追求により生み出した暮らしの余白を「叶えたいライフスタイル」で埋める暮らし方『甲賀スタイル』の
実現に向けて市民・地域コミュニティ・市民活動団体・民間事業者の皆さんとともにオール甲賀で取り組む計画です。

人権尊重のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に進めるため、市民及び企業・事業所等と行政が主体的に取
り組むことをめざした計画です。

「第２次甲賀市総合計画」の実現、実効性の確保に向けた、行財政マネジメントにかかる取組みの方向性と方策を示す
基本方針です。

人と自然が共生し、環境への負荷が少ない持続的発展が可能な地域社会を築くため、環境の保全と創出に関する施
策を総合的かつ計画的に推進するための計画です。

観光による産業振興を通じた地域への経済効果の向上をめざすため、観光資源の魅力向上や商品化、観光客受入環
境の充実等に取り組み、活気あふれるまちをめざす計画です。

地域経済の持続的発展に向け、市の商工業振興のビジョンを示し、振興施策を計画的に推進するために策定した計画
を社会情勢や経済情勢の影響等を踏まえて見直します。

誰もがさまざまな分野に参画し、自らの意思に基づきその個性と能力を十分に発揮でき、また、それらが認められるダ
イバーシティ（多様性）が尊重される社会の実現をめざして策定した計画を法改正や社会情勢の影響等を踏まえて見
直します。

皆さんのご意見を募集します
パブリック・コメント

①第２次甲賀市総合計画　第３期基本計画（案）

③甲賀市人権に関する総合計画見直し（案）

②第５次甲賀市行政改革大綱（案）

④第３次甲賀市環境基本計画（案）

⑦第２次甲賀市観光振興計画第３期基本計画（案）

⑤甲賀市商工業振興計画見直し（案）

⑥第２次甲賀市男女共同参画計画（甲賀市女性活躍推進計画）見直し（案）

政策推進課　オール甲賀推進室　☎  ６９-２１０６　Fax  ６３-４５５４
	  koka10041000@city.koka.lg.jp

人権推進課　☎  69‐2148　Fax  63‐4554
	  koka10207000@city.koka.lg.jp

マネジメント推進室　☎  69-２１１９　Fax  ６３‐４５６１
	  koka10115100@city.koka.lg.jp

環境未来都市推進室　☎  69-2144　Fax  63-4554
	  koka10206000@city.koka.lg.jp

観光企画推進課　観光振興係　☎  ６９‐２１９０　Fax  63-４０８７
	  koka10352000@city.koka.lg.jp

商工労政課　☎  ６９‐２１８８　Fax  ６３‐４０８７
	  koka10351000@city.koka.lg.jp

商工労政課　女性活躍推進室　☎  ６９‐２１８９　Fax  ６３‐４０８７
	  koka10351000@city.koka.lg.jp
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１２月１日（日）～令和７年１月６日（月）

各計画に関し、意見等を提出する意思を有する個人及び法人、その他団体

提出いただいたご意見は、個人情報を除き、回答とあわせて市ホームページで公表し
ます。なお、ご意見を提出された方への個別の回答はしません。

意見書（閲覧場所にて取得可能）に記入のうえ、担当課または
閲覧場所へ持参・郵送・FAX・Eメール、WEBフォームで提出。

（提出先住所）
〒528-8502 水口町水口６０５３番地

①各計画担当課・室
②市役所１階　ロビースペース
③各地域市民センター

④まちづくり活動センター「まるーむ」
⑤市ホームページ

※�①～③の閲覧は、開庁日の８時３０分から１７時１５分までです。
※�④の閲覧は、開所日の9時から22時までです。

意見募集期間

意見を提出できる方

意見の取り扱い

意見の提出方法

公表の場所・方法
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